
フローチャート【令和5年度後期分（９月～翌３月）補助の判定】

令和5年度（後期

分）吹田市私立幼稚

園給食費補助金の交

付を希望しますか？

補助対象外ですので、

課税証明書等の提出は不要です。

令和5年度（令和

4年中）の世帯の

市民税所得割額の

合計※は77,101

円未満ですか？

希望しない

77,101円以上である

※年収360万円未満相当世帯が補助対象です。

※市民税所得割額は、税額控除（寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除など）適用前の税額です。

※政令指定都市で市民税が賦課されている方は、市民税所得割額に６／８を乗じた額で判定をします。

※海外居住の方は、令和4年中の海外での収入と国内での収入を合算した所得から算定した市民税所得割額で判

定します。

※祖父母と同居されている方で、①令和4年中の父母又はひとり親の収入が100万円未満、②父母又はひとり親

の月収が84,000円未満 ③祖父母の令和4年中の収入の合計が300万円以上、のすべてに該当する場合は、祖

父母の市民税所得割額で判定します。

希望する

ＳＴＡＲＴ

吹田市

吹田市以外の国内

補助に該当する可能性がありますので、

以下のいずれかの書類を提出してください。

【個人番号（マイナンバー）を届出される場合】

子育てのための施設等利用給付認定／吹田市私立幼稚園給食

費補助金 に係る個人番号（マイナンバー）に関する届出書

とマイナンバーカードの写しなど

【課税証明書等を提出される場合】

令和5年1月1日時点でお住まいだった市町村で令和5年度

（令和4年分）の課税証明書を取得・提出してください。

父・母それぞれの証明書が必要です。ただし、配偶者の方が

控除対象配偶者（又は同一生計配偶者）であることが課税証

明書で分かる場合は、配偶者の証明書は不要です。

補助に該当する可能性がありますので、吹田市で

令和5年度（令和4年分）の市民税の申告を行っ

てください。
※本人確認書類のほか、令和4年中に収入がある場合は、収入を証明す

る書類が必要です。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。

※申告が終わりましたら、保育幼稚園室までご連絡ください。

令和5年1月1日

時点での居住地は

どこですか？

77,101円未満である

又は 分からない

補助に該当する可能性がありますので、

以下のいずれかの書類を提出してください。

【令和4年中に海外又は国内での収入がある場合】

令和4年1月～12月分の海外及び国内での収入が分かる

書類（勤務先で証明を受けたもの）※

【令和4年中に収入がない場合】

収入がない旨の申出書 ※

※海外居住の方は、令和4年中の海外での収入と国内での収入を

合算した所得から算定した市民税所得割額で判定します。

※様式のひな形が必要な方は保育幼稚園室までご連絡ください。

海外


